
○浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱 

(平成 29年 9月 22日告示第 112号) 
 

(目的) 

第 1条 この要綱は、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故による避難指示（以下

「避難指示」という。）を受けた浪江町内の既存戸建住宅の所有者が、当該住宅の既存住

宅状況調査等を希望する場合、既存住宅状況調査技術者を派遣し、既存住宅状況調査等を

実施することにより、帰還等に向けた住まいに関する不安を払拭し、浪江町への帰還等の

促進に寄与することを目的とする。 

(用語の定義) 

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 既存戸建住宅 平成 23年 3月 11日以前に建築された居住の用に供するため自己が所

有する一戸建ての住宅（店舗棟の用途を兼ねる場合は、住宅に占める割合が 2分の 1を

超えるものに限る。）という。 

(2) 既存住宅状況調査等 国土交通大臣が定める既存住宅状況調査方法基準（平成 29年国

土交通省告示第 82号）により実施する調査及び、この調査結果により作成する修繕計画

をいう。 

(3) 既存住宅状況調査技術者 この要綱に基づき既存住宅状況調査等の業務を行うものを

いう。 

(4) 帰還等 避難指示以前に居住していた住宅に帰還し居住すること又は当該住宅を居住

の用に供する目的で一時的に賃貸若しくは売却することをいう。 

(対象住宅) 

第 3条 事業の対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、浪江町内に存し、次の各号

に揚げる要件にすべて該当するものとする。 

(1) 所有者（町税を滞納していない者に限る。）が帰還等する予定の既存戸建住宅（賃貸

事業のために所有・管理されていたもの又は町が所有・管理していたものを除く。） 

(2) 平成 23年 3月 11日以降、何人も居住していない住宅 

(3) 過去に、この要綱に基づく既存住宅状況調査等を実施していない住宅 

(既存住宅状況調査技術者の要件) 

第 4条 この要綱に基づき派遣される既存住宅状況調査技術者は、建築士法（昭和 25年法律

第 202 号）第 23 条の規定に基づく登録を受けた建築士事務所に所属（開設者を含む。）し、

かつ、次のいずれかを満たす者とする。 

(1) 国土交通省の既存住宅状況調査技術者講習制度において、国土交通大臣が登録した講

習機関が実施する、既存住宅状況調査技術者講習登録規程（平成 29年国土交通省告示第

81号）第 5条に基づく既存住宅状況調査技術者講習を修了し登録された者 

(2) 一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会に登録された既存住宅現況検査技術者 

(業務の委託) 



第 5条 町長は、本事業に関する業務の全部又は一部を既存住宅状況調査等を行うことのでき

る機関（以下「受託機関」という。）に委託することができる。 

(派遣の申込み) 

第 6条 既存住宅状況調査等を希望する対象住宅の所有者は、浪江町既存住宅状況調査技術者

派遣申込書（様式第 1号。以下「申込書」という。）に次に掲げる書類を添えて町長に提

出しなければならない。 

(1) 対象住宅の付近見取図 

(2) 対象住宅の各階平面図もしくは間取り図 

(3) 対象住宅の立面図及び全景写真 

(4) 対象住宅の登記簿謄本又は所有を証する書類 

(5) 納税証明書 

(6) 届出避難場所証明書 

(7) その他、町長が必要と認める書類 

2 対象住宅が共有に係る住宅である場合は、当該共有者がそれらのもののうち選任された代

表者を当該申込者（以下「派遣依頼者」という。）とし、申込書に前項各号に掲げる書類

とあわせて、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込委任状（様式第 2号）を添えて町長

に提出しなければならない。 

(派遣の決定) 

第 7条 町長は、前条の規定により派遣の申込みを受けたときは、派遣する既存住宅状況調査

技術者を決定し、その旨を、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定通知書（様式第 3 号）

により派遣依頼者に通知するものとする。 

2 町長は、前項の決定通知書の内容に変更が生じたときは、当該通知書の内容を変更するこ

とができる。 

3 町長は、前項の規定に基づき決定通知書の内容を変更したときは、浪江町既存住宅状況調

査技術者派遣決定変更通知書（様式第 4号）により、速やかに当該派遣依頼者に通知する

ものとする。 

(派遣の辞退) 

第 8条 派遣依頼者は、前条第 1項に定める決定通知書を受けた後において既存住宅状況調査

技術者の派遣を辞退するときは、遅滞なく浪江町既存住宅状況調査技術者派遣辞退届（様

式第 5号）を町長に提出しなければならない。 

(派遣決定の取消し) 

第 9条 町長は、派遣依頼者が次の各号のいずれかに該当したときは、第 7条第 1項による派

遣の決定を取り消すことができる。 

(1) 虚偽又は不正な手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。 

(2) 第 6条に基づく派遣申込書の内容と対象住宅の状況が、大きく相違していることが判

明したとき。 

(3) その他町長が不適当と認める理由が生じたとき。 



2 町長は、前項の規定により派遣の決定を取消したときは、その理由を付して、浪江町既存

住宅状況調査技術者派遣取消通知書（様式第 6号）により当該派遣依頼者に通知しなけれ

ばならない。 

(既存住宅現況調査技術者の派遣) 

第 10条 町長は、第 7条第 1項により既存住宅状況調査技術者を決定したときは、速やかに

当該既存住宅状況調査技術者を派遣しなければならない。 

(派遣に要する費用) 

第 11 条 既存住宅状況調査技術者の派遣に要する費用は、町が負担するものとする。ただし、

町の負担する費用の上限は 15万円とし、派遣に要する費用が 15万円を超える場合には、超

過した費用については、派遣依頼者の負担とする。 

(調査等の結果の通知) 

第 12条 町長は既存住宅状況調査等の結果を、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業結果

通知書（様式第 7号）に結果報告書を添付し当該派遣依頼者に通知するものとする。 

(派遣依頼者に対する説明) 

第 13条 既存住宅状況調査技術者は、派遣依頼者から既存住宅状況調査等結果について説明

を求められた場合は、この求めに応じなければならない。 

(派遣依頼者に対する指導及び助言) 

第 14条 町長は、派遣依頼者に対して、事業の適正な施行のため必要な指導及び助言をする

ことができる。 

(既存住宅状況調査技術者等の責務) 

第 15条 既存住宅状況調査技術者及び受託機関は、この事業に関し知り得た個人情報を第三

者に漏らしてはならない。 

2 既存住宅状況調査技術者は、次に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 既存住宅状況調査等に関し、派遣依頼者から第 11条に規定する負担費用以外の金銭等

を受け取ること。 

(2) 派遣依頼者に対し、不必要な改修を勧めること。 

(3) その他既存住宅状況調査技術者としてふさわしくない行為を行うこと。 

(その他) 

第 16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、浪江町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、公布の日から施行する。 

 



様式第 1号（第 6条関係） 

平成  年  月  日 

浪江町長 

住 所 

（派遣依頼者）氏 名          ㊞ 

                     連絡先 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込書 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱第 6条第 1項の規定により、

下記のとおり既存住宅状況調査技術者の派遣を申し込みます。 

記 

1 物件内容等 

   

申
込
住
宅
の
概
要 

  所  在  地  

  用     途  専用住宅／併用住宅（併用用途：                 ）      

  構 造／階 数   木造（在来軸組・伝統的・枠組壁）       

  平屋／2階／3階             

  床  面  積 1階：   ㎡ 2階：   ㎡  3階：   ㎡ 

       合計：   ㎡（併用面積   ㎡） 

 建物建設時期 

 〔建築確認年月〕 

 平成・昭和・大正・明治  年  月頃（新築時） 

〔 平成・昭和 年 月 日（新築時）／ 不明 〕 

対象以外の付帯施設 門・塀・擁壁・カーポート・物置・その他 

派遣を避けて欲しい曜日   月 曜 ／ 火 曜 ／ 水 曜 ／ 木 曜 ／金 曜／土 曜／日 曜  

派遣を避けて欲しいその他の日  

調査を避けて欲しい時間帯   午 前 ／ 午 後 ／ 他（               ）     

[備考] 

整理番号    － 審査欄  

 

2 添付書類 

（1）対象住宅の付近見取図 

（2）対象住宅の各階平面図又は間取り図 

（3）対象住宅の立面図及び全景写真 

（4）対象住宅の登記簿謄本又は所有を証する書類 

（5）納税証明書 

（6）届出避難場所証明書 

（7）その他、町長が必要と認める書類 



様式第 2号（第 6条関係） 

平成  年  月  日 

 

 

浪江町長 

住 所 

（派遣依頼者）氏 名           ㊞ 

                     連絡先 

                     住 所 

                （共有者）氏 名          ㊞ 

                     連絡先 

                     住 所 

                （共有者）氏 名          ㊞ 

                     連絡先 

                     住 所 

                （共有者）氏 名          ㊞ 

                     連絡先 

 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣申込委任状 

 

私は、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱第 6 条第 2 項の規定

により、派遣依頼者       に、下記の住宅における浪江町既存住宅状況

調査技術者遣申込に関する一切の権限を委任します。 

 

記 

１ 申込住宅の内容 

 

   所在地                          

 



様式第 3号（第 7条関係） 

第    号 

                   平成  年  月  日 

 

             様 

 

                         浪江町長      ㊞ 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定通知書 

 

     年  月  日付けで申し込みありました既存住宅状況調査技術者

の派遣について、下記のとおり派遣する既存住宅状況調査技術者を決定しまし

たので、浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱第 7条第 1項の規定

に基づき通知いたします。 

 

記 

 

1 既存住宅状況調査技術者派遣機関 

 

2 派遣する既存住宅状況調査技術者の氏名 

 

3 派遣する既存住宅状況調査技術者の連絡先 電話番号：（    ）  － 

 

4 現地建物調査の時期  平成 年  月  日～平成 年  月  日 

の都合の良い日 

  ※現地建物調査には所有者の立ち合いが必要となります。 

 

[備考] 

なお、既存住宅状況調査技術者派遣申込書の内容と補助対象住宅の状況が大

きく相違していることが判明したときは、同実施要綱第 9 条の規定に基づき、

決定を取り消す場合があります。 



様式第 4号（第 7条関係） 

第    号 

                   平成  年  月  日 

 

             様 

 

                         浪江町長      ㊞ 

 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣決定変更通知書 

 

     年  月  日付  第   号で通知した既存住宅状況調査技術

者の派遣決定について、下記のとおり通知内容を変更しましたので、浪江町既

存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱第 7条第 3項の規定に基づき通知いた

します。 

 

記 

 

1 既存住宅状況調査技術者派遣機関 

 

2 派遣する既存住宅状況調査技術者の氏名 

 

3 派遣する既存住宅状況調査技術者の連絡先 電話番号：（    ）  － 

 

4 現地建物調査の時期   平成 年  月  日～平成 年  月  日 

の都合の良い日 

  ※現地建物調査には所有者の立ち合いが必要となります。 

 



様式第 5号（第 8条関係） 

                         平成  年  月  日 

 

 

 

浪江町長 

 

住 所 

（派遣依頼者）氏 名          ㊞ 

                     連絡先 

 

 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣辞退届 

 

     年  月  日付  第    号で決定通知のあった既存住宅状

況調査技術者の派遣について、下記の理由により辞退したいので、浪江町既存

住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱第 8条の規定に基づき届け出ます。 

  

 

記 

 

[辞退する理由] 

 

 



様式第 6号（第 9条関係） 

第    号 

                   平成  年  月  日 

 

             様 

 

                         浪江町長      ㊞ 

 

 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣取消通知書 

 

 浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業実施要綱第 9条第 2項の規定に基づ

き    年  月  日付  第    号で通知しました既存住宅状況調

査技術者の派遣決定については、下記の理由により取り消しましたので通知い

たします。 

 

記 

 

[取り消した理由] 

 

 



様式第 7号（第 12条関係） 

第    号 

                   平成  年  月  日 

 

             様 

 

                         浪江町長      ㊞ 

 

 

浪江町既存住宅状況調査技術者派遣事業結果通知書 

 

     年  月  日付けで申し込みありました既存住宅状況調査技術者

の派遣について、既存住宅状況調査等の結果がまとまりましたので、浪江町既

存住宅状況調査技術者派遣事業要綱第 12条の規定に基づき、別紙のとおり関

係書類を添えて送付いたします。 

 

記 

 

1 診断結果 

別紙のとおり 

 

2 問い合わせ先 

・既存住宅状況調査の結果の内容に関する質問 

       既存住宅状況調査技術者 

       氏名 

       電話番号（    ）  － 

 

 ・その他、事業全般について 

       浪江町役場住宅水道課住宅係 

       担当者名 

       電話番号（    ）  － 

 


